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2017年 7月 2日・若宮町内会理事会議事録 

7月 4日 確定版 

日時：2017年 7月 2日（日曜）9:30～10:30 場所：鎌倉消防署集会室 

出席：藤島、島田、松浦、加藤、中村、大久保、永井、鈴木（記） 

議事概要 

1. 審議報告事項 

(1) 全般 

 芝原自治会とのコラボ協議：本年の若宮町内会夏祭りについて、設営・撤収および店舗運営に

ついて協働して戴けるかを、若宮町内会長から芝原自治会の渡辺会長に打診。7/2 に開く芝原

自治会役員会に諮っていただくことになった。 

 NPOセンターに賛助会員登録をおこなった 

 メルマガを開始、第１号は救命訓練実施記事。登録者は１名だけ 

 畠山六郎慰霊塔そばの観光地図掲示板：現在掲示されている地図に替え、市と市民活動団体の

協働事業で制作された「ぶらり鎌倉マップ」を掲示する方向で、7/3 に市観光商工課、制作者

の文化の森、若宮町内会の三者でキックオフ会議を行う 

(2) 総務・会計 

 町内会費集金状況：全額入金済み。 

 班長名簿更新版を役員配布 

 7/1（土）に会計（永井、鈴木）～監事（中村、松浦）で、本年度の会計監査のやり方等を打ち

合わせた。上期の収支がまとまる 10月初旬に上半期分の会計監査を行う。 

 会計手法の一部変更：支出額の一定割合が市などから補助金として戻ってくる会計科目（具体

的には、防犯灯設置費用、防犯カメラ設置費用、防災備蓄品購入費用）の予算書および決算書

の表記について、以下の変更を行うことを理事会で了承。 

 現行：科目ごとの支払い金額を支出の部に記載し、市などから受領した補助金は科目ごと

に収入の部に記載 

 変更後：支払い金額を科目ごとに支出の部に記載する点は同じだが、受領した補助金は収

入の部ではなく、支出の部に○○補助金収入として▲をつけて記載 

変更の理由：防災・防犯の補助金は 50～100%なので、年によっては補助金総額が大きな数字

となり、現行基準では収入が大きく増えたように錯覚されかねない。 

(3) 子ども会 

 7月 27日に夏休み映画鑑賞会を開催予定 

(4) 青少年指導員 

 全体行事：①9/24野外料理研修、②10/21~22キャンプ愛川ふれあいの村 

 鎌倉地区行事：①7 月青少年会館フェスティバル、②9/9 ビーチコーミング、⑤11 月まち歩き

予定、⑥3月体育館で遊ぼう 

(5) 民生委員 

 6/12(月) AM腰越地域老人福祉センターの見学 

 6/12(月) PM定例会議 於:福祉センター 

 6/28(水) 鎌倉市 65歳以上ひとり暮らし登録者への配食 於:福祉センター 

 第三地区社会福祉協議会から、65 歳以上ひとり暮らし登録者への新茶の配布が有りましたの
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で、お届け致しました。 

(6) 防犯、シニア会 

 防犯カメラ：今年度は町内 2カ所に設置することで補助金申請を行った。 

(7) 町美化 

 保健所正門前の GS2161：ケージの置き場所について保健所と調整中。 

 マンション用ごみステーションのケージ化費用を町内会で負担する基準について理事会了承 

 7/15松並木保全：9:30消防署前集合、作業箇所：海岸橋交差点以南、雨天順延 

(8) 防災・海の家・夏祭り 

 6/10救急救命訓練：参加者は 22名。 

 夏祭りボランティア募集チラシ：案を理事会が了承したので全戸配布する 

 ついに出会い系海の家が由比ガ浜に出現 名前は「AISEKI Beach House」 

臨海部の近隣自治会町内会が同調するなら、市および県に対して陳情書提出を検討する 

 

以上で議事を終了、引き続いて高砂稲荷境内および周辺道路の清掃を実施。 

 

2.  次回理事会：8/6(日)9:30 於鎌倉消防署 3F集会室               

以上 


